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はじめに1

　「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関
する法律（平成30年法律第71号。以下「改正法」）が、
第196回通常国会において、本年6月29日に可決成立し、

本年7月6日に公布されました。改正法は、労働者がそ
れぞれの事情に応じた多様な働き方を選択できる社会を
実現する働き方改革を総合的に推進するため、長時間
労働の是正、多様で柔軟な働き方の実現、雇用形態
にかかわらない公正な待遇の確保等のための措置を講
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図−1　働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律の概要
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ずるものです（図−1）。
　本稿では、改正法のうち、労働基準法および労働安
全衛生法に関する改正内容について解説します。

労働基準法の一部改正2

（1）フレックスタイム制

　　（第32条の3及び第32条の3の2）

　生活上のニーズにあわせた柔軟な働き方を可能とする
ため、フレックスタイム制の清算期間の上限を3箇月間に
延長します。また、1箇月を超える清算期間を定めるフレッ
クスタイム制の労使協定については、行政官庁への届
出が必要です。
（2）時間外労働の上限規制

　　（第36条及び第139条から第142条まで）

　長時間労働を防止するため、改正法では、現行の
時間外労働規制の仕組みを改め①時間外労働の上限
は原則として月45時間、年360時間とした上で、臨時
的な特別の事情がなければこれを超えることはできないこ
ととし②臨時的な特別の事情があって労使が合意する
場合でも、年720時間以内、複数月平均80時間以内（休
日労働を含む）、単月100時間未満（休日労働を含む）

を超えることはできないこととします。さらに、原則である
月45時間を超えることができるのは、年間6箇月までとし
ます（図−2）。
　これらに違反した場合には、罰則の対象になるもの 
です。ただし、上限規制には、自動車運転の業務や建
設事業など、適用を猶予・除外する事業・業務があり
ます（表−1）。
（3）年次有給休暇（第39条第7項及び第8項）

　年次有給休暇の取得を促進するため、改正法では、
使用者は、年次有給休暇の日数が10日以上の労働者
に対し、そのうち5日については、労働者ごとにその時
季を定めることにより与えなければならないこととします。
（4）特定高度専門業務・成果型労働制

　　（高度プロフェッショナル制度）（第41条の2関係）

　時間ではなく成果で評価される働き方を希望する労働
者のニーズに応え、その意欲や能力を十分に発揮できる
ようにするため、十分な健康確保措置を講じつつ、労
働時間規制等の適用を除外する新たな選択肢として、
特定高度専門業務・成果型労働制（以下「高度プロ
フェッショナル制度」）を創設します。
　この制度は①制度の適用について同意した方であっ
て②高度の専門的知識等を必要とし、その性質上従事

図−2　時間外労働の上限規制


